
 

原子力委員会 

福井県知事のご意見を聴く会／新計画策定会議（

議事録 

 

１．日  時  平成１６年１０月２２日（金）１０：００～１

２．場  所  タイム２４ビル セミナールーム３ 

３．議  題 

    １．福井県知事のご意見を聴く会 

    ２．新計画策定会議（第１０回） 

       ・核燃料サイクル政策の論点整理について 

       ・その他 

 

４．配布資料 

  資料第１号 長計についてご意見を聴く会（第１７回）の結

  資料第２号 新計画の位置付けについて 

  資料第３号 核燃料サイクル政策の論点整理（案） 

  資料第４号 政策変更に伴う課題について（改訂版） 

  資料第５号 青森県知事のご意見を聴く会／新計画策定会議

  資料第６号 新潟県知事のご意見を聴く会 議事録 

  資料第７号 核燃料サイクルの経済性評価に関する渡辺委員

  資料第８号 御発言メモ 

 

  参考資料１ 各視点からの基本シナリオの評価の要約（案）

  参考資料２ 「評価の視点」の整理について 

 

５．出席者 

ご意見を伺った方：西川一誠 福井県知事 

委員：近藤委員長、井川委員、井上委員、岡﨑委員、勝俣委

木元委員、草間委員、児嶋委員、齋藤委員、笹岡委員

住田委員、田中委員、千野委員、殿塚委員、中西委

藤委員、前田委員、町委員、山名委員、吉岡委員、和

内閣府：佐藤内閣府審議官、塩沢審議官、戸谷参事官、後藤
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新計画策定会議（第１２回）

資料第６号 
第１０回） 

２：４０ 

果について 

（第８回）議事録 

及び山地委員からのご質問への回答 

 

員、河瀬委員、神田委員、

、佐々木委員、末永委員、

員、庭野委員、伴委員、 

気委員、渡辺委員 

企画官、森本企画官、犬塚補佐 



６．議事概要 

（後藤企画官） 定刻となりましたので、第１０回の新計画策定会議を開催させていただき

たいと思います。 

 なお、本日は、会議の冒頭を「新計画策定会議・福井県知事のご意見を伺う会」とさせて

いただきたいと思います。 

 それでは委員長、よろしくお願いいたします。 

（近藤委員長） 皆さんおはようございます。 

 お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。また、台風２３号が

全国各地に被害をもたらしているところでありまして、その名前が「トカゲ：TOKAGE」とい

うそうですけれども、被害に遭わられた方に対しまして、心からお見舞いを申し上げます。 

 さて、本日は今ご紹介ありましたように、最初の部分を新計画についてご意見を聴く会と

させていただきまして、福井県知事の西川一誠様にご意見をいただくことをお願いしました

ところ、知事におかれましては大変お忙しいところにもかかわらず、お時間を割いていただ

けることになりました。このこと心からお礼を申し上げます。 

 それでは、知事から１５分ほどお話をいただきまして、そして大変お忙しいところでござ

いますが、その後１５分ほどおつき合いいただけるそうでございますので、質疑をしたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは知事、よろしくお願いいたします。 

（西川福井県知事） おはようございます。福井県知事の西川でございます。 

 今日は原子力利用長期計画の策定につきまして、意見を述べる機会をいただいたところで

ございまして、心から感謝申し上げます。それではすみません、座らせていただきます。 

 去る８月９日に発生をいたしました関西電力美浜発電所３号機のタービン建屋における死

傷事故は、１１名の皆さんが被災する、そして５名の福井県民のとうとい命が失われるとい

う、我が国の原子力の歴史において最悪の痛ましい事故であったと、このように考えており

ます。県民の原子力発電に対する信頼が失われたばかりでなく、本県が長年積み上げてまい

りました原子力に対する大きな努力の成果を損なうものでございまして、極めて遺憾である

というように認識をいたしております。 

 今回の事故につきましては、事業者が本来なすべき安全点検を長年にわたって、残念なこ

とでありますが怠ってきた結果であるとともに、国の高経年化対策、古い原子炉に対する対

策などが不十分であったために起きたものと、このように考えます。 

 福井県におきましては、これまで安全の確保を第一にしながら住民の理解と同意、また地

域の恒久的福祉の実現という、いわゆる原子力三原則を基本にいたしまして、県民の立場に

立って取り組み先進的な役割を果たしてきたと、このように思っております。こうした中、
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美浜３号機の事故を踏まえながら、県といたしましても、さらに安全監視対策の強化を図る

必要があるだろうというふうに考えます。 

 ご承知かと思いますが、福井県の原子力による発電電力量は約９００億kWhでありまして、

関西地域の電力全体の使用量の約６割をカバーしております。それから、日本全体の電力の

１２％を福井県から供給しているという、こういう状況でございまして、いわば国のエネル

ギー政策にこれまで大きく貢献してまいりました。 

 今日は、そのような立場から日ごろ考えておりますこと、また今回の長期計画にあたって

申し上げたいことを約５点にわたって申し上げます。安全の確保、原子力発電と核燃料サイ

クルの問題、高経年化対策、地域との相互共生、エネルギー教育の主な５点について意見を

申し述べたいと思います。申し上げる都合上、多少事柄が相前後するかもしれませんが、よ

ろしくお願いいたします。 

 まず第１点でありますが、基幹電源としての原子力発電と核燃料サイクルの問題でありま

す。 

 ご存じにように、我が国の原子力発電は、年間発電電力量の約３０％を占めておるわけで

ございまして、一つの考えとしては２０１０年では約４割になるとも予測されております。

エネルギー政策基本法に基づき昨年決定をされましたエネルギー基本計画では、原子力発電

は安全確保を大前提に基幹電源として推進するとされております。現在は、電力自由化など

に伴う合理化や、あるいは電力需要の伸び悩みが一方で指摘をされているところであります。

一方で、原子力発電の高経年化、またこれから廃炉などの問題があるわけでございますが、

こうした問題にどう対応するのか、また中国を初めとするアジアのエネルギー需要の急速な

拡大、また石油価格の高騰などの問題も出てまいっております。 

 このようにエネルギーを取り巻く状況が大きく変化している中で、例えば天然ガス等の原

子力以外の他のエネルギー供給の確保がどのようにできるのか、あるいは新エネルギーでの

代替はどの程度できるのか、また京都議定書で定められている二酸化炭素の排出レベルは守

れるのかなど、いろいろな課題をここで考えますと、原子力エネルギーにかわり得る普遍的

で卓越したエネルギーが確実に確保できる時代には今至っておらないわけでありまして、原

子力を基幹電源としたエネルギー政策を堅持することが必要であると、このように考えてお

ります。また、エネルギー原子力政策については、世界各国の状況を見ましても、それぞれ

中・長期的な国々の政策を独自の判断で選択しているようにうかがえるわけでございまして、

それだけにそれぞれの国、日本としてはまた日本としての国家的な決断が求められる課題で

あると考えます。 

 したがって、我が国の核燃料サイクルについては、日本の国としての存立、エネルギー政

策の根幹にかかわる重大な課題であり、エネルギーの安定供給の確保、地球温暖化抑制等の
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環境への適合の面など他方面から的確に評価をし、一方でウラン資源の確保、中間貯蔵施設

や直接処分施設の立地の困難性など、こうした問題を考え、現実的な視点から総合的に評価

することが重要であると考えております。こうしたことから、核燃料サイクルは日本の基本

政策として確固たる方針を確立し、国民への説明と理解を得るための努力を国としてももっ

とやるべきであると、このように思います。国のエネルギー政策にずっと協力してまいりま

した我々福井県、地元の今後の方向が見失われないように、しっかりと国として努力される

べきでありまして、これが何よりも重要であると、このように思っております。 

 次に、２点目の課題でございますが、原子力施設の高経年化対策の重要性でございます。 

 福井県内の原子力発電所は、既に３つのプラントが運転開始後３０年を超えております。

５年後には、さらに５つのプラントが３０年を超えるということになります。全国的にも日

本の原子力発電所は、高経年化時代を迎えるということが言えると思います。また、新規の

原子力施設が多くの経済的あるいは政治的な負担を要し、なかなか進まないという、こうい

う中で、さらに高経年化を迎えざるを得ないのが実態かと思います。 

 今回、福井県の美浜３号機の事故は、本来あるべき高経年化対策の基本を怠ったために起

きた事故であり、そのほか相前後の一連の事故などを見ましても、高経年化に起因したトラ

ブルがますます頻発するおそれがあり、このことによって原子力の信頼はまた損なわれると、

こういうおそれが十分あると考えております。 

 原子力施設に対するいろいろな点検の頻度あるいは方法、こういうものを部分的に検討す

るだけでなく、古い原子力発電所については、国の責任ある指導で全体的に新しい原子力施

設とは違った安全確保の仕組みを別につくる必要があると、このように思います。高経年化

プラントに対して徹底的な対策を講じていくことは、逆にいえばエネルギー源を確保する上

で、原子力発電所を新規に建設することといわば同じでありまして、あるいはそれ以上の社

会的な価値があるという見方もできるのではないかと思います。こうした視点が、これまで

国及び事業者の皆さん共に足りなかったのではないかと思います。これからは、今回の長期

計画の策定におきましても、エネルギー原子力政策における高経年化プラントに対する積極

的な位置づけ、あるいは意味づけ、これに対する対応を明確にすることが必要ではないかと

考えます。 

 次に、３つ目に申し上げたいことでありますが、原子力施設の立地地域といいましょうか、

立地拠点に根づいたいろいろな国としての振興策であります。 

 私は、原子力発電所は本県の重要な産業であるととらえており、単なる発電を行う工場で

はなく「コウバ」です。何か問題があればお金をこうするというような問題ではなくて、原

子力の持つ幅広い技術を移転・転用する研究開発を進め、地域産業が持つ技術と融合を図る

ことで、地域産業の活性化のためにどんどんつなげていくという、こういう位置づけが極め
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て重要であると考えておるものであります。 

 これまでは、地元自身の、自らの地域振興についての考え方にも問題があったかと思うの

でありますけれども、それはそれとして短期的、その場限りの応急的な対応しかなされてお

らず、立地地域の長期的な振興の視点が欠けていたのではないかと、このように考えます。

このことは、まさに今回この委員の皆さん方に議論していただいている長期計画において、

いろいろな議論がなされるべき課題だと、このように思います。補助金とか交付金などで応

援をすると、こういうことだけでなくて、地域と共生する振興策が必要でございまして、こ

のことがなければあらゆる問題が空論といいますか、十分な議論にはつながらないというふ

うに考えます。このことによって、原子力に対する本当の意味での地元の信頼が得られるの

ではないかと思っております。 

 今、福井県としては、こうした観点からモデルケースを本県自らつくろうと考えておりま

す。それがエネルギー研究開発拠点化計画というものでございまして、研究開発機能の強化、

またこれを担っていく人材の育成、またこの成果を県内の全域に展開できる産業の創出、育

成、この３つの柱を基本にした研究開発の拠点化を目指しており検討を進めております。 

 原子力との共生の姿を示す意味においても、さらに医療なども含め、事業者も積極的に協

力していただく必要があると思っておりまして、さらにその基本には国や事業者においても、

市、地域、いわゆる原子力施設が立地しているその拠点の地域に、さらに軸足を置いた対応

を行うべきであると思っております。今回の美浜３号機の事故の原因調査などにおいても、

本来なら今回の場合においても一通りの調査は地元で行い、即座にスピーディーに対応する

必要があったのではないかと思うのでありますが、日本学術会議におきましても、地域に根

づいた原子力産業や研究開発機関の本格的な活動の時期に来ていると言っておられまして、

このことを新長期計画の中でも強調をすべき時期ではないかと、このように思っております。 

 次に、安全の確保でございます。 

 これは冒頭申し上げることでございましたが、本日の全体のテーマの中で今申し上げるわ

けでございますが、安全の確保は原子力施策の基盤でございます。美浜３号機の事故はまさ

に、この原子力政策の基盤をいわば直撃した問題かと、このように思っております。自由化

の問題あるいはまた経済全体の競争が厳しくなっていく時代でございますが、あらゆる面に

おいて手抜きがあってはならないわけでございまして、国の立場で安全全体について責任を

持って対処していくことが必要でございます。 

 今回の事故の問題点として、国の安全規制の強化あるいは労働安全の確保など、重要な問

題にもっと国が関与されるよう経済産業大臣などにも既に要請を行っているところでありま

す。我が国の安全規制については、原子力安全委員会、それから原子力安全・保安院で行わ

れておられます安全確保についての国の責任体制が国民には十分わかりにくく、規制責任を
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より明確にする必要があります。また、事故の具体的な対策については、航空機事故や鉄道

事故の場合は我が国では独自の調査委員会があるわけでありまして、この場合、原因調査、

その兆候の調査あるいは事故の防止のための施策の勧告、建議権限を持った第三者的な委員

会でありまして、これからの原子力事故などの場合にも、こうした方法がとられるべきだと

考えております。 

 ５点目でありますが、原子力に対する教育の問題でございます。 

 原子力そのものに対する、国としての、我が日本の子供たちに向けた教育がなされていな

いように思います。部分的なエネルギーあるいは環境教育は行われているにいたしましても、

核燃料サイクルなど首尾一貫した教育が行われず、とても十分なものとは思えないのであり

ます。最近いろいろな学術や技術の問題について、国民にわかりやすく、いろいろ教育する

人たちが必要だというような議論も報道などでも見受けられますけれども、国がエネルギー

や原子力について終始一貫した教育を実施していないところに課題があり、このことが原子

力事業が何十年にわたって展開している中で、いまだ成熟した議論がなされていない、また

原子力プラントもございます生産地と消費地の大きなギャップにつながっていると、このよ

うに考えます。 

 学校の先生の個人のご熱意や取り組みに任せておくのではなくて、国の教育体系の一つと

して子供たち、そして将来の国民がこうした問題を総合的に判断できる教育を進めていく必

要、姿勢が必要でございまして、これはまさに長期計画の策定における重要な課題であると、

このように思っております。 

 ６点目は、最後でございますが、国の基本的な姿勢を申し上げまして、私の意見を終わら

せていただきたいと思うのでありますけれども、原子力は国のエネルギー政策の根幹をなす

ものでありまして、原子力の現状の問題や将来の方向性そして万が一事故が発生した場合に

は、国はいわゆるいろいろな説明の責任というのをお持ちなのは当然でございますが、さら

にこうした重要な問題に関する関与責任といいますか、重要な国家プロジェクトには民間の

立場だけに任せないで、国が関与する責任があると私は思っております。国が積極的に推進

する気概と自信を持って、また国民に向けた明確な施策を推進するという観点で、ぐらつい

た議論を繰り返すことなく、国民が政策に不信や不安を抱かないようにしていただきたいの

であります。 

 新長期計画の策定に当たりましては、立地地域に十分配慮した議論であること、また長期

的に責任を持った議論であること、国家プロジェクトとしての位置づけにふさわしい議論で

あることを基本に、地についた、現実を直視した熟度の高い議論をご期待をいたしておりま

す。特に、原子力政策の基盤でございます安全確保政策に対する国民の信頼感が基本にあっ

てこそ、原子力政策を進めていけるものと思います。 
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 安全の確保策を最優先に、何か問題があると頓挫するような計画ではなくて、計画の目指

す視点を明確にしながら、名前のとおり長期的にぶれのない計画にぜひしていただきたいと、

このことを申し上げましてご意見といたしたいと思います。 

 ありがとうございます。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 たくさんの原子力施設を立地している自治体の長のお立場から、大変含蓄に富んだ、かつ

重要な提案がたくさんありまして、私もこれを十分にこなさなければいけないなという思い

をもってお聞きかせいただいておりました。 

 それでは、若干時間をいただけるそうでございますので、ご質疑いただきたいと思います

ので、ご発言希望の方は名札を立てていただければと思います。 

 藤委員、どうぞ。 

（藤委員） 最初に一言、おわびを申し上げます。 

 このたび、関西電力美浜発電所３号機の事故によりまして、５名もの方が亡くなり、６名

の方が重傷を負われるという大変なことを起こし、本当に申しわけなく思っております。西

川知事様をはじめ福井県の皆様に多大なご不安、ご迷惑をおかけしました。改めておわび申

し上げます。 

 福井県の皆様には、これまで４０年以上の長きにわたりまして多大のご協力を賜ってまい

りました。我が国の原子力発電所の先駆けをなす日本原電の敦賀１号、関西電力の美浜１号

をはじめ、１３基１１３０万kW、先ほど９００億kWhというお話ございましたが、発電出力

にいたしますと１１３０万kWの原子力発電所が稼働し、我が国のエネルギーセキュリティや

地球環境問題への対応の観点からも多大な貢献を賜っております。この間の西川知事様はじ

め県民の皆様、県ご当局のご尽力に対して厚く御礼を申し上げる次第でございます。 

 今回このような事故を起こしましたが、二度とこのような事故を起こしてはならないとの

固い決意のもと、原点に立ち返って原因の究明並びに事故再発防止に全力を挙げて取り組ん

でまいります。その上で、安全の確保、ご信頼の回復、地域との互いの共生の実現に向けて、

私ども全従業員挙げて、あらゆる努力を続けてまいる覚悟でございます。 

 さて策定会議でございますけれども、１０の視点による評価が出そろい、政策選択の議論

が大詰めを迎えております。先ほど知事様のお言葉にもございましたように、原子力発電を

基幹電源として長期にわたって活用していくために、原子燃料サイクルを着実に推進すると

いうことが極めて重要でございます。 

 おっしゃるとおり立地地域に十分配慮した議論であることが必要であると考えます。現場

と遊離した議論というのは混乱を招くだけでございます。特に原子力発電事業と一体不可分

でございます六ヶ所再処理事業など、オンゴーイングのプロジェクトの撤退や凍結などを
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軽々に論ずることは、現政策を前提に立地を受け入れていただいた地元の皆様を裏切ること

になると考えます。先ほども知事様から、立地地域に配慮し長期的に地についた、というお

話がございました。そのとおりに進めていくべきだと思います。 

 また、お話がございましたエネルギー研究開発拠点化計画でございますが、これにつきま

しては私も計画策定の委員に参加させていただいております。原子力と地域産業が共生する

全国的なモデルケースとして、誠に意義深いと考えております。今後、私どもの会社として

も積極的に検討に参加させていただきたいと思います。 

 私ども事業者といたしましては、本日の西川知事様のお言葉を肝に銘じまして、原子力事

業にご理解、ご協力を賜りました皆様方の、これまでの思いとご苦労を決して裏切らないよ

うに、安全確保を大前提に、原子力発電と原子燃料サイクルの円滑な推進に全力を挙げてま

いる所存であります。 

 どうか知事様におかれましては、今後とも、よろしくご指導賜わります様、お願いいたし

ます。 

（近藤委員長） 知事には、何人かのご発言をお聞きいただいた後にまとめてご見解などい

ただくことにします。 

 続いて伴委員。 

（伴委員） 本日は、どうもご発言ありがとうございました。 

 一つの質問と一つ意見をお伺いしたいことがあります。簡潔に述べたいと思うんですけれ

ども、一つの質問は、美浜町議会が中間貯蔵施設の受け入れを決めたと思いますけれども、

その中間貯蔵施設に対して、福井県の知事としてどのような姿勢でいられるのかということ

です。 

 それから、ご意見をお伺いしたいという内容は、先ほどの発言の中にありましたが、立地

地域に根差して、総合的な活性化計画がこれまでなかったから、なかなかうまくいかなかっ

たということが言われたんですが、その原子力は、美浜というか福井県で始まってからやが

て４０年になると思いますが、これまでの４０年間、そのご発言の裏には、なかなか地域振

興を頑張ってきたけれども、これはなかなか難しかったんだと、これからはもうちょっと違

う視点から総合的にということだと思うんですが、どうして難しかったのかという、その辺

のところをもう少し、率直な意見を聞かせていただければありがたいと思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） はい、井川委員。 

（井川委員） 今日はどうもありがとうございました。 

 それで、先ほど地域の産業として原子力をということをおっしゃっていたので、ちょっと

幾つか質問させていただきたいんですけれども、美浜の今回の事故については、先ほど藤委
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員がいろいろおっしゃったんですが、外から見ていると、早期の運転再開あるいはその安全

確保という意味で、知事のその後のハンドリングというんですか、拝見していて非常にすば

らしかったと思った次第です。ただし、その後の、今ここで我々がまさに論議しておるサイ

クルについてというのが、先ほどおっしゃったことと現実との落差をちょっと感じています。 

 何を申し上げたいかというと、例えば「もんじゅ」の問題があるわけですが、確固たる国

の方針としてサイクルを進めてほしい、あるいは全面的に関与してやってほしいとおっしゃ

ったわけですけれども、現実を直視してということもおっしゃいましたが、現実を直視する

と、「もんじゅ」は事故でとまって来年でもう１０年目になるという実態があります。つま

り、国において進めてほしいとおっしゃっている、あるいは地域においても地域の原子力は

地域の産業としてとおっしゃったわけですが、実はリアリティーがないというのを感じるわ

けです。１０年ものがとまるということは、１０年前のパソコンを引っ張り出してきて、

我々に使えと言われてもなかなか苦しい。しかも、その「もんじゅ」の事故自体というのは、

私が専門家から伺っている限り致命的なものではなかったというふうに伺っている。どうし

てこう１０年もとまっているのか。我々がサイクルを論議していても、再処理を進めるにし

ても何にしても、将来的に高速増殖炉というのがある意味で最終的な前提となるのであれば、

これはとめたままで進めてほしいというのもなかなかリアリティーがないなということで、

現実を直視して、これについてはどういうことが問題で、あるいはどういうふうに考えたら

いいのかということを、その地域の長の方にぜひ伺ってみたいなということを思いまして、

ここで発言させていただきました。 

（近藤委員長） 河瀬委員。 

（河瀬委員） 西川知事におかれまして、大変ご苦労さまでございます。 

 私どもの立地地域の思いを総合的にまとめていただいたと私は思います。大きく６点に分

けてお話しいただいたところでございますけれども、最後の、国がしっかりとした形で計画

をつくってほしいと、これはもう本当に私も今それこそ常々思っておりますので、その思い

を同じ県の中にあります地元としてもお願いしたい、このように思います。 

 それと今、井川委員の方から、本当に適切なご答弁いただいたと感じました。特に「もん

じゅ」でございます。私どもは立地地域といたしまして、やはりこれをサイクルを進める、

拠点化するに当たっては、まず「もんじゅ」の改良工事を早急にするべきだという考えを持

っておりまして、先ほどの知事のお話を総合しますと、そういうことも十分考えられます。

いろいろな諸問題、細かいことがあると存じますけれども、やはり大きな観点の中から決断

をいただきたい、このように要望したい、このように思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） 児嶋委員。少し時間が押していますので、短くお願いいたします。 
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（児嶋委員） 私も福井県に住む住民として、西川知事のご発言、非常に地域に視点を置い

たご発言で、しかも核燃料サイクル等についての強い姿勢が見られまして、私も本当に全く

同意見でございます。誠に的を得たご意見であったと思いますが、一つだけ私、井川委員さ

ん、あるいは河瀬委員も申されましたように「もんじゅ」に関しての積極的なご発言がなか

ったことをお聞きしたいと思います。 

 私は、「もんじゅ」の安全性調査検討専門委員会という福井県がおつくりになった委員の

一人でありましたが、そしてまた私は座長を務めたものでありますが、昨年１１月に「もん

じゅ」の安全性について報告をいたしまして、「もんじゅ」は工学的に十分に安全に設計さ

れているものであり、そしてまた改造工事によって一段と安全性は向上すると、こういうこ

とを知事に私はご報告申し上げました。それから約１年たっておるわけですが、そのことに

対するご回答が私はないと思っております。 

 したがって、やはり今、井川さんも申されましたように、この点についてやはり明確なご

意見を、今日は述べていただけるものだと思っておりましたので、その点ご質問したいと思

っております。 

（近藤委員長） はい、ありがとうございました。 

 あとお二方だと思いますが。殿塚委員。 

（殿塚委員） 「もんじゅ」を預かる当事者でございますので。今、井川、河瀬、児嶋３委

員の方からお話ございましたので、私の方からは申し上げるまでもなく気持ちは察していた

だけるという思いで、この件についてはあえて申しません。 

 先ほど西川知事から、地元に軸足の置いた地域との共生、こういうお話がございましたが、

知事のご提案の県の研究開発、拠点化委員会、あるいはこの辺のバックアップ、こういうも

のに積極的に国と一体となって協力、支援していくことについて、私どもできることはやっ

ておりまして、例えば「もんじゅ」を中心にしましたＦＢＲの開発拠点センター構想あるい

は「ふげん」を中心にした廃棄のための技術開発センター、あるいは国際協力のセンター、

こういう大きな３つのセンターを軸に構想をご提案申し上げる。県ほか各関係者等のご協力、

ご指導をいただきながら検討を深めていく、今こういう段階でございます。 

 私どものこういう構想をさらに練り上げて、よりよいものをということで願っております

けれども、こういう構想をつくるということもさることながら、大切なことは実行できると

ころは、そこから手をつけてやっていくという姿勢も必要だと思って私どもは対応しており

ます。改めまして、知事のご指導はもちろんでございますけれども、国あるいは原子力委員

会の皆様のご支援を一体に受けてご協力を得て、こういったものを具体的に進めていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（近藤委員長） はい。岡﨑委員。 
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（岡﨑委員） 日本原子力研究所の岡﨑でございます。 

 今日は知事におかれましては、美浜発電所の大変厳しい中、原子力政策に対して力強いご

発言をいただいたと、まず感謝を申し上げたいと思います。 

 ちょうど１０年ほど前に新型転換炉計画の政策変更をいたしましたときのことを思い出し

て、当時の政策変更に当たって、新型転換炉の研究開発に貢献をしてきた、地元の意見をも

っと聞くべきであったという反省を持っているわけですが、今後福井県におかれまして、燃

料サイクルの例えばプルサーマル計画であるとか、今も何人かの委員からご発言があった

「もんじゅ」の運転再開に向けた取り組みであるとか、あるいは中間貯蔵等、核燃料サイク

ルにかかわる大変具体的な重要な計画を、今後福井県においてお願いをしていかなければな

らないという状況であろうかと思います。その中で知事もご発言になりました、どのように

して住民の理解を深めていくかということについて、もし具体的にございましたら、ほかの

委員とも重複するかもしれませんけれども、ご意見をいただければと思っております。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 それでは知事、よろしくお願いいたします。 

（西川福井県知事） それぞれの先生から何点かにわたっておりますので、まとめて申し上

げたいと思います。 

 私が冒頭申し上げた今回の美浜の事故などもそうでありますが、今回の事故を例にとりま

しても、これは原子力に対する信頼を失ったと、あるいは長年積み上げてきた原子力に対す

る多くの県の努力の成果を損なうものであるということを申し上げました。私も「もんじ

ゅ」あるいはプルサーマル等々、いろいろな問題について県民のしっかりしたお考えをもと

に、行政や政治を進めているところでございますが、こうした基本を踏まえて物事を進めな

ければならないだろうというふうに思います。事故が二度と起こらないようにということで

ございますが、起こらないようにする基盤というものをまずしっかり整備しなければ、そう

したことは難しいと思います。そうしたことを私まず申し上げております。 

 それから、県民の信頼あるいは地域等基本的な、長期的な、単なる地域振興という意味で

はなくて、共生といいますか産業や、あるいは人材、そうした問題の共生ですね、あるいは

教育の問題、あるいは地元に軸足を置いた原子力政策、こうしたことを全体として進めてい

ただくことによって、国家としての核燃料サイクルをはじめとしたいろいろな課題が進むわ

けでありまして、そこをまさに、この委員会でやっていただいて、国としてしっかりした方

向を出していただきたいというのが私の考えであります。そして、そうしたことをこれまで

福井県としても努力をしてきたということでありまして、そのことをご理解願いたいと思い

ます。ここの議論を、これはどうだ、ああだという、そういう議論ではなくて、長期的に総

合的に、地元の信頼の得られる、全体的な施策を地元に軸足を置いてやっていただくことに
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よって問題が解決すると、このように思います。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 それでは、知事におかれましては、本当にお忙しいところ、この会にご出席いただきまし

て貴重なご意見をいただきましたこと、心から御礼申し上げます。ありがとうございました。

（拍手） 

（西川福井県知事） どうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしま

す。原子力委員会も、ときどき福井でやっていただければ幸いでございます。 

（近藤委員長） 検討させていただきます。 

（西川福井県知事退席） 

 

（近藤委員長） それでは、引き続きまして新計画策定会議の方に移らせていただきます。 

 始めに、２０日水曜日に青森県で行われましたご意見を聴く会の結果について、事務局か

らご報告いただきます。これは前回の会議の終わった後に企画されましたので、皆様にはこ

の場でご紹介しないままに実施しましたが、そのことも含めて事務局から説明いただきます。 

（後藤企画官） それでは資料第１号に基づきまして、第１７回の長計についてご意見を聴

く会の結果をご報告させていただきたいと思います。 

 今回報告いたします趣旨は、長計についてご意見を聴く会で地元の方々から様々なご意見

をいただきましたので、それを本日ご報告させていただき、今後の審議に反映したいという

趣旨でご報告させていただくものでございます。 

  

○以降、事務局より、資料第１号について説明した。 

 

（近藤委員長） はい。参加されました原子力委員の中から木元委員。何か補足がありまし

たらどうぞ。 

（木元委員） ありがとうございました。 

 進行役をさせていただきました。委員の皆さんは日帰りで予定していらして東京から、あ

るいは大阪からいらしたんですが、台風の影響で最終便が青森から飛ばなくなってしまいま

した。そのために時間を延長できるという幸いが生じまして、非常に活発にご議論いただき

ました。今日はこういうふうにまとめていただきましたけれども、これにまだまだ膨らんだ

ものもございます。 

 今日は、このペーパー１枚、お手元に付しましたけれども、実はこれ以外にもいろいろな

ご意見を頂戴しております。それは今日に限らず、インターネットだとかファクスでお寄せ

いただいたものもあります。それは全部やはり網羅し、もう一度整理してまとめて、そして
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中間報告なり何かのときにはきちんと配慮して、今までのこの長期計画の、いわゆる書きぶ

りとかその内容の表現とか、その中にもっと具体的なご意見にちゃんとお答えできる形のも

のが欲しいと、私なりに感じております。それは、今日もそういうご意見がありますが、そ

ろそろ新計画策定会議の中で核燃サイクルのある方向性を示すものを出さなければなりませ

ん。しかし、それは完全に今日で終わるとか明日で終わるとかというのではなくて、来年き

ちんとした最終決定の長計をつくるために、フェアなプロセスを経て私たちはまとめていき、

国民の方々にわかっていただけるものをつくるということを、改めて決意いたしましたので、

よろしくお願いいたします。 

 ありがとうございました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 参加された策定委員の方からご意見をというかご感想をいただこうと思ったんですが、皆

さんにいただくと時間がないので、どうしましょうかね。 

 伴委員、何か発言ありますか。では１分で。吉岡委員も手を挙げておられますね。そうす

ると、その順番で１分でお願いします。 

（伴委員） １分でいいますと、僕は、この芦野さんという方が最後は印象に残っているん

ですけれども、ここでは後始末を真剣に考えることが必要で、その最後のポツのところです

が、むしろ発言としては最終処分場が決まらないまま原子力開発を進めてきたんだけれども、

それでよかったんだろうかと。そこは気にかかるということですという印象でした。そして、

その廃棄物処分については国民全てというより、原子力委員会が責任をもって決めろという

ふうな発言だったかなと思って、これは大変重いことを受けてきたというか発言されたとい

うふうに理解しました。全体的に参加人数も多くて有意義な会議であったというふうに思い

ます。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 吉岡委員。 

（吉岡委員） ありがとうございます。 

 ７時半ぐらいにこの会議が終わりまして、その後、批判的立場の人たちが記者会見を１時

間ほど開きました。私は出席したんですけれども、ほかの委員はだれも出ておられなかった

ので、私はその様子をちょっと補足をしたいと思います。 

 批判的な立場の人たちにとっては、この会はとてもよかったという評価です。少なくとも

意見を決定前に聞いてくださった。２時間というのは少な過ぎるので、ぜひ４時間ぐらいで

近い将来やってほしいし、策定会議の委員もできるだけ多く来てほしいという、そういう強

い要望が私に対して、何名の方からも出されました。 

 それと、やはり国民の重要な政策を決定するには、やはりデュー・プロセスとして、国民
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の信を問うということが必要なのではないか。しかも、県民についてもぜひそれを、信を問

うというようなことをお願いしたいという意見が多数ありました。しかし、全体として非常

にフェアな運営であったということで、また二度、三度とやってほしいという意見が圧倒的

多数を占めました。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 井上さんはよろしいですか。はい、ありがとうございました。 

 それでは笹岡さん。 

（笹岡委員） 笹岡でございます。 

 私も参加しまして、全体的には非常にいいご意見を聴く会だと思いました。なおかつ青森

県民の立場ということについては、賛成派、反対派ということではなくて、やはり青森県民

のためにどうしたらいいかと、私はこういう論議だったと、このように思います。こうした

立場から何点か、感想を述べさせていただきたいと思います。 

 先ほど西川知事からもご発言ございましたけれども、論議をお聞きしまして、改めて一部

の方々に対して、理由はともかくといたしまして、原子力という言葉そのものに対しまして

非常に強いアレルギーとか正しい理解がされていないんじゃないかと、このように痛感いた

したわけであります。これは再処理とか直接処分とかという、その是非論以前の問題であり

まして、電力を安定的に豊富に国民に供給するということや、原子力に対します国民の理解

の促進を図ると、こういった国の役割にかかわる重大なものだと、このように私は感じまし

た。それは電源地域ですとか消費地域とか、そういったものの利益を超えました基本的なと

ころで国民の理解不足があると、このように感じたわけでございます。そして、そのことが

原子力の技術や原子力そのものに対する不安のみが先行した意見が大勢を占めているという

ものとしてあらわれているんじゃないかと、このように感じたわけであります。やはり、何

ごとにも光と陰があるということと、歴史的な背景があるわけでありまして、そういったも

のが課題として表面化しているのではないかと、このように認識したわけであります。 

青森県または六ヶ所村におきまして、雇用創出とか住民サービスの向上といったものに対

して、日本原燃を初めとした核燃料サイクル施策が果たしてきた役割、こういうことにつき

まして皆さんよく理解していただいていると、このように思っております。 

 特に、一方で言われました、今日の中にありませんでしたけれども、今まで青森県におけ

る農業政策やむつ小河原開発などの国の政策変更、これに対する怒り、こういった発言が非

常に強かったと、このように感じております。特に農業に携わっている方が風評被害と、こ

ういう発言をしていることについても非常によく理解できます。要は、こういった問題につ

いては政策は一貫してやらないといかん、このことが、いわばその地域の方々の信頼につな
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がると、こういうことを強く感じたと、こういうことでございます。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 末永委員。 

（末永委員） 今までおっしゃったとおりですが、先ほど吉岡委員もおっしゃっていました

けれども、地元の最大の新聞である東奥日報の昨日の朝刊ですが、確かに吉岡委員がおっし

ゃったように、俗に言う批判派ですが、それらの人々も運営が大変フェアだったと、推進と

いうと多分私のことを指しているのかなと思いましたけれども、推進云々でやられるんじゃ

ないかなと思ったら大変民主主義的にやられたということをおっしゃったらしくて、それが

新聞に大きく出ていたということで、大変よかったんじゃないかと思います。 

 ただ、私が出席しておりまして大変感じたのは、知識とか情報、そういったものが極めて

非常に偏った形において持たれている。これは、それぞれの受けとめる方にも責任があると

いうことが言えるんですが、国あるいは県あるいは事業者それらが、やはりきちっとした情

報や知識というものをいつも発信していないということに一つの要因があるのかなというこ

とを痛感したということです。 

 それからもう一つは、先ほど福井県知事がおっしゃっていましたけれども、やはりこうい

う政策というものを考えていく場合、福井県知事は地元に軸足をということで、様々な意味

で言われたと思いますが、私もまさに地元に軸足を置いて政策を考えていく、それが極めて

重要だということをもう一度痛感いたしました。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 井上委員。 

（井上委員） すみません、前言を翻しまして。２つだけ。 

 一つは、本当に地域に入れば入るほど、それぞれ皆さん主義主張はあっても、長い歴史を

背負っておられて、そこから来るご意見、議論というのは反対であれ推進であれ、そこに生

活をしていらっしゃる方の言葉というのを、私たちはきちんと受けとめる必要がある。しか

し、こちら側の感性の薄さで受けとめられない、よくわからないとか、本当にそれは感じま

した。だから、もっともっとやはりコミュニケーションなり議論が必要かなと。 

 もう一つ、台風のせいで大変時間ができてしまったので、次の日、サイクルの現場で働い

ている人たちは、あの議論の中には入らないわけですから、じゃあ本当にどう考えておられ

るのかと思いまして、六ヶ所に行ってきました。突然訪ねてすみません、技術の皆さんはこ

の議論をどう思っておられますかと、策定会議の流れをどう思っておられますかと、お聞か

せ願える方がいらっしゃいましたので聞いてきました。皆さん技術屋さんで若手の人たちで、

大変に策定会議の流れは気になるけれども、自分たちは世界のトップレベルの技術を確立す
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るために、日々着々とプランに沿って動いていると。しかし、国の状況、策定会議の状況は

働く者にとっては、やはり非常に出口が見えなくて不安であるというふうに感じたと。 

（近藤委員長） ありがとうございました。以上で本件終わらせていただきます。今後の審

議への反映よろしくお願いします。また、ご協力いただきました策定委員にはお礼を申し上

げます。ありがとうございました。 

 それでは、引き続きまして本日の議題についてご審議をいただきます。 

 これまで策定会議で基本シナリオの評価の各視点から検討を行って参りまして、前回、各

視点の検討結果が出そろって１枚の表が埋まり、それに基づいて前回様々なディスカッショ

ンをいただいたと認識をしておりますけれども、本日は、そうした審議を踏まえた幾つかの

政策案と、吉岡委員からは事業シナリオの評価だけではしようがないんだと、これを踏まえ

て政府の政策はいかにあるべきかを議論することが重要というご意見をいただいていますが、

基本的には私もそういう理解でございまして、そういう資料を用意しました。ただその場合

に、前回の最後にも申し上げましたが、原子力委員会として何を決める権能があるのか、そ

の責任の範囲というものの認識を皆様と共有する必要があると考え、そのことを整理した資

料も用意していますので、それを踏まえてご審議をいただければと思います。 

 それでは、まず事務局から資料の確認と、最初の資料の紹介をします。 

  

○事務局より、資料確認のあと、資料第２号、第３号、第４号、第７号について説明した。 

   

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 それではご審議をいただきたいと思いますが、時間の使い方が、私の予定と違ってしまい

まして、大分ずれてしまい困ったと思っているんですけれども、今日は主としては、この資

料を見て直ちに私は第一案がよいということをおっしゃるのはぐっとこらえていただきまし

て、案のできばえについてご議論をいただければと思います。もちろん意見をおっしゃって

いただくことについて制限はできないわけでありますけれども、基本的には、まずは案につ

いてのご審議をいただいて、それからもし時間が残り１０分くらいあれば、お一人３０秒な

り１０秒なりで、どちらの案がいいということを、おっしゃりたい方についてはおっしゃっ

ていただくというセッションを設けると、こんな形で運営したいと思いますのでよろしくお

願いいたします。 

 田中委員。 

（田中委員） ありがとうございます。時間もないようですから、簡単に。 

 一つは、資料第２号でございますが、新計画の基本的なものということで、３ページの３

つ目に「民間事業者に対して義務を課すなどの拘束力云々」と、これはもっともだと思うん
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ですが、これをきちっと書かないために原子力によって電気をつくっている事業者あるいは

原子力に関心がある国民の方が必要以上の不安を持つとすれば、もうちょっとはっきりと書

くことも考えていいのではないかと思ったりします。例えば国の基本的な考え方、例えば使

用済燃料の再処理利用だとか、あるいは中心となるような事業、例えば六ヶ所の再処理工場

の必要性、そういうことについて明確に書かないことが不安を引き起こすとすれば、そうい

うことを書くことを考えるのもいいのではないかなと。 

 もう一つの資料第３号でございますが、どちらの案がいいかというふうなことについても

議論をしない方がいいということでございますけれども…… 

（近藤委員長） 発言をして構わないですけれども、それだけ言われるのでは困ると言って

いるんです。 

（田中委員） わかりました。 

 一つは基本的な考え方というのを書いていて、第一案、第二案というのはどうか、考え方

とすれば、基本的考え方は１個であるべきかと思いますし、これまでの議論からすれば、総

合的に優位であるというまとめとなってございますから、そういうことをもとにして、次の

ステップに行くんじゃないかということを思いました。それから、この中で、経済性の優位

云々ということがかなりポイントとなって議論が進んでいるんですけれども、あれはある仮

定においての結果でございますから、そこについては留意しておかないと、間違った判断に

なるのではないかと思います。 

 それから第一案の方に、３ページの下に「六ヶ所工場終了」という、そういう言葉が出て

くるんですけれども、それを見れば六ヶ所工場を運転することを前提としているんだと思う

んですけれども、六ヶ所工場が結構重要な意味づけですので、終了という言葉を書くよりは

ちょっと何か明確にスタンスを示すことが必要かと思います。 

 それと、今後の進め方ですけれども、前回かなり議論して今日２案出されて、とうとうと

いうような感じで大変慎重でいいかと思うんですけれども、結構順々とやりながらも、必要

なことは必要な時期に決定するのが大事かと思いますので、今後の進め方等についてもご注

意いただけたらと思います。 

 よろしくお願いします。 

（近藤委員長） ありがとうございます。 

 途中で申しわけないんですけれども、とにかく今日は、仮想シナリオの評価を踏まえて、

これを政策に翻訳した２つのある意味では対立する政策案をその理由とともに用意して、そ

の構成理由等をご議論いただいて、その上でどちらの政策をとるかということについてご意

見をいただく、そんな手順を踏みたいということですので、よろしくご理解いただければと

思います。 
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 神田委員。 

（神田委員） 今まで長い間やっていなかった作業が非常に進んだという点は評価したいと

思います。特に、４つのシナリオをつくったときには随分反対があったけれども、頑張って

やったと。その結果、今回２つの案に絞り込まれたんですね。おのおの特徴が非常に明確に

なってきたという点ではよかった、いい作業であったと思います。 

 例えば、今回の資料第２号の３ページで、新計画に示すものとして「民間事業者に対して

義務を課すなどの拘束力を持たせる表現は避けることが適切である。」というのは、やはり

非常に工夫の跡がうかがえる。 

 それから、意見を言うなと言われても言うんですが、世の中はどうして、基準が決まりそ

うで、それに向かってものすごい作業が始まっちゃったと。それから、米国の大統領選挙も

目の前で、候補者２人の政策比較表をつくるだけでも、きりきり舞いしているときに、こん

なゆっくりしたことをやっていていいのかと、議論はもう十分し尽くしたから、もう今日で

さっさと終わってくれという気分が非常に強いということを、余計ですが言わせていただき

たいと思います。 

（近藤委員長） はい。気分の話はちょっと置いておいていただいて、せっかくまとめたも

のがあるのですから、判断のためには何が重要かということについて強調していただけると

うれしいんですが、ありがとうございました。 

 河瀬委員。 

（河瀬委員） 資料第２号でございます。「新計画に示すべきもの」という、なかなかいろ

いろな表現をされておると思うんですけれども、私どもいつも言っておりますように、長期

計画に対しましては立地地域では一つのバイブルでございますので、しっかりしたものをや

ってほしいという中で、余り明確になっていないなと。私どもいつも言っておりますが、ま

ず安全があって、そして国にしっかりとした政策があるということ、そして地域振興がある

から原子力発電所の立地を今まで受け入れてきたわけでございます。そういう中で、安全に

対しましても、例えば今回の計画の中で、安全確保に関する独立した項目をつくって安全は

しっかりやるんだと、そしてそこで国の方針でありますとか、また事業者の役割について徹

底的に議論をして、入れて欲しいと願っておるところであります。 

 それと、これからまたいろいろな議論があるようでありますけれども、特にこの新長期計

画の中では、先ほどからも知事等の話にも出ておりましたけれども、やはり国がしっかりと

強力なサポートでこの核燃料サイクルなども進めるべきであります。また、国策として原子

力の政策の位置づけを明確に言って、この核燃料サイクルについても民間にまかせきりにす

るのではなくて、やはりこれも国がしっかりとした方針を示して、イニシアチブをとること

が非常に重要だと考えておりますし、例えば、民間の行う事業であっても、その政策の具体
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化、具現化であれば、国が責任をもって、ナショナル・プリゼントとして示すべきものだと

私どもは思っております。そういうことを新計画の中でしっかりうたっていただきたい。 

 先ほど言いましたように、私ども立地というのは、もう国を信頼して立地を受け入れたと

いうことを出しておりますし、それがありませんと、やはり立地することが難しい状況、そ

ういうものを新計画の中でしっかりやっていただきたいということを要望をいたしておきた

いと思います。 

 お願いいたします。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 佐々木委員。 

（佐々木委員） まず資料第２号についてですが、私の理解を超えているところがあります

のでちょっとお尋ねしたいんですが、１ページの四角の中にいろいろ文章があって、３行目

のところ、「原子力委員会云々」となっていて、企画、審議、その次に「決定」とあります

よね。私の理解では原子力委員会というものは、いわゆる諮問機関ではないかと思うんです

ね、違うんですか。私はそういうふうに考えますものですから、普通は審理とか審議とか言

いますが「決定」というのは余り使わないんじゃないかなと。 

（近藤委員長） いや、これは法律に書いてあります。 

（佐々木委員） ああ、そうですか。その辺の理解ですね、それが一つ。 

 それからもう一つは、同じ資料の３ページのところの最後の方ですが、下から３行目あた

り「他の決定・計画と整合的でない新計画を策定する場合には」云々と、こうなっています

が、ここの日本語ちょっとおかしいんじゃないんでしょうか。この主語は「各行政機関が」

となっていて、新計画がたまたま他の計画とか決定と整合的でないんですよ。だからこの文

章は、他の決定・計画と整合的でない新計画を「踏まえる場合」でしょう。踏まえて意思決

定をする場合には調整が必要だと、こういうべきであって「整合的でない新計画を策定す

る」というのは、だれが策定するんだろうと、ちょっとこの文章はおかしいなということが

一つ。 

 それと関連してちょっとお尋ねしたいんですが、この新計画の策定会議と原子力委員会と

の関係ですね。新計画策定会議が決めたものは、これは即、原子力委員会が直ちに「オーケ

ー」（賛成）と言うわけですか。これに対し「反対」をいうことはあり得ないんでしょうか

ということですね。もし、「ノー」ということがあり得るとすると、原子力委員会のメンバ

ーがこの策定会議にも入っているというのは、いわゆる「二重の忠誠心」の問題が起こるか

ら、ちょっとおかしいんじゃないかということが一つ。 

 それからもう一つ、さらに関連して、新計画策定会議が決めたものが原子力委員会までい

った場合に、それはまだ、いわゆる「国の政策」ではないと思うんですね、私にとっては。
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いわゆる「国の政策」という言葉がたびたび出ますが、「国の政策」となるためには、原子

力委員会の後で、どういうようなプロセスを経て、いわゆる「国の政策」となるのか。この

辺のことを教えてもらいたいということが、この資料第２号の関連です。 

 それから、あわせて資料第３号ですが、お尋ねしようと思ったことを、先ほど田中さんが

大体おっしゃった、それに対して近藤委員長が大体お答えになったんですが、やはり私はち

ょっと思うのは、まとめる場合に、やはり今まで普通であれば、大方の委員の「意見分布」

とか、そういうものを見ながらまとめていくのが普通だろうと思うんです。ところが、今日

これを初めて拝見したら、２つの意見が第一案、第二案という形に並列してあるわけですね。

そういう意見分布的要素を全然考えないで２つ並べている。しかし、これはこれでいいとし

て、先ほど近藤委員長のお答えでは、これを踏まえて、例えば、次回ぐらいにみんなに、各

委員が第一案をとるのか、第二案をとるのかということを言わせるわけでしょうか。 

（近藤委員長） 質問３つあったんですけれども、どうしましょうか。簡単に、まず行政法

の解釈の方。 

（後藤企画官） ええ。まず、原子力委員会は何なのかということなのですけれども、それ

は国家行政組織法という法律があって、その中に審議会等という第８条という項目があるん

ですけれども、そこで各法律の定める各省の所掌の範囲で、重要事項に関する調査、審議、

その他のものをするための合議制の機関を置くことができるというのがあって、その中に原

子力委員会というのが位置づけられているのです。別に三条機関というのがあって、例えば

公正取引委員会とかがあるんですけれども、それとは違って原子力委員会は八条機関に入る

ということになっております。 

 ですから、基本的な位置づけは審議会ということになるんですが、一方、原子力委員会設

置法という、これは安全委員会も入るんですが、両委員会の設置法というのがあって、その

中に委員会の所掌事務というのがあります。その中に、今申し上げたような次に掲げる各号

というのがあるんですが、例えば原子力利用に関する政策に関することについて、企画し審

議し及び決定するというのが所掌事務の中に入ってございます。ですから、そういう意味で

は、自らの発意により決定をすることはできるという形で、過去の長計についても基本的に

いえば諮問があってつくってきたというよりは、５年ごとに自らの発意で直し策定してきた

ということかと思います。 

 それで、そういう意味で２点目の、では調整はどうなるんだということになるんですけれ

ども、基本的に言うと、国家行政組織法の上に、当然のことながら日本国憲法があり内閣法

というのがあるんですけれども、そうすると内閣の所掌というのは内閣の責任で何ができる

かということですけれども、内閣法の４条に、内閣はその職務・職権を行うのは閣議による

ものとするということで、内閣というか日本国政府の決定は閣議によって決められるわけで
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すから、当然のことながら、全て基本方針の中で動いていくということになるかと思います。

それで、その閣議にかけて決定した方針について、行政各部局がやっていくということなの

で、最終的に現在の方針と違うということであれば、それなりの、その違いの程度によると

思うんですけれども、閣議で決定する、もしくは要は了承する、了解する、それから報告す

る、その他いろいろ程度問題にもよると思いますけれども、何らかのプロセスをして、その

何らかのプロセスというのが、今ここに書いてある文章の計画決定間の調整を行うというこ

とになって、最終的に政府としての意思決定をすると。これは、だから決定の程度によって

どういう決定の仕方かというのは多分変わってくると思いますし、場合によってはそのまま

でもいいのかもしれませんが、やはり何らかの決定が必要だという感じかと思います。 

（近藤委員長） はい。そんなクリアでないという意味は、何しろ昭和３１年にできた法律、

原子力基本法で、その後随分と行政制度の改革とかあって、中でいろいろな局面で議論をし

ているわけで、我々も一々法制局の見解を聞きながらやっているんですけれども、大体今の

ような解釈ということであるということです。 

 それから、最後のご質問については、私は別に議論を制約するつもりはないんですが、手

順としては、ここで政策案を出して、これについてご議論をいただいて、今日は皆様がこれ

でもう、案としてどちらを選ぶのが適切だと、ご提案いただいて一つの案にまとめることは

私どもがする作業ですが、私がこれでこうしたいというアイデアを持っていても、議長とし

て言えないと思っています。 

 ですから、佐々木委員としてこれを見て、さて今後の取り扱いをどうしたらいいかという

ことについてご意見いただければ、手続論としては、それで結構なんですけれども。何か３

０秒でご発言いただければ。 

（佐々木委員） もしそうであれば、こういうような形で、全く並列的に、今までの我々の

議論を、全然反映させないような形で２つ並べるというのはおかしいんじゃないかと思うん

ですよ。もう多数説で大体方向はわかっているわけですから。その場合にはやはり、普通は

まとめ方としては、多数説でまとめていくというのが一本ですね、第一案なら第一案。これ

でいくのが普通のまとめ方ではないかと思うんですね。 

（近藤委員長） 手続論として、では今日の入口から間違ったとおっしゃっているわけです

か。 

（佐々木委員） いや、もし２つ並べるなら並べるでいいと思うんですよ。そのかわり次回

に選んでもらうと、そういう手続をするのであれば、それはそれでいいんじゃないかなと思

いますけれども。 

（近藤委員長） では参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

 吉岡委員。 

 - 21 -



（吉岡委員） ありがとうございます。 

 ご意見メモ、これは伴さんのと私のと、２つで３７ページになっているようなんですが、

私は２５ページからでございます。まずそこを開いていただきたく存じます。開かれました

でしょうか。それでは話を始めたいと思います。 

 なるべく短めにしたいと思うんですけれども、今まで何回かやられてきたのが仮想シナリ

オの分析評価だったと思います。それを政策評価を行うという方向に移行するという、そう

いう手続を踏まれたということに、とても敬意を表したい。政策シナリオを議論しなければ

政策決定はできない、我々は政策決定をするわけですから、政策シナリオの総合評価が必要

である。 

 １０個の視点というのが出されましたけれども、あれは本来政策評価においてこそ意味の

あるものであると思っておりますので、政策評価をこれからきちんとやるということを私と

しては強く期待いたします。 

 私のプリントで最初の２枚は、これは今日の議題にはそれほど関わらないので省略いたし

ます。２７ページの下の方をごらんください。私、この会というのは自分の意見を主張をす

る場でもあるけれども、政策決定方法論の研究開発をする場だと私自身としては位置づけて

おりまして、これまで７８ページの意見書になるんですけれども、随分研究成果は上がった。

いい方法論ができたと私としては思っております。そこで、さらにほかの分野でも使えそう

な方法論を提示いたしました。それが６皿料理のアラカルトで選ぶというものです。こうい

う政策決定のチョイスを立てればよろしいのではないかということであります。 

 割と複雑な議論なんですけれども、要するに第１の皿が再処理、第２の皿が直接処分、第

３の皿、これはメーンディッシュの１つ目である六ヶ所村再処理工場、４つ目の皿がメーン

ディッシュの２つ目であり、国民負担をどうするかです。第５の皿が使用済核燃料貯蔵、第

６の皿がプルサーマル、それぞれについて幾つかチョイスがあって、これを取り合わせて

我々は選ぶことができる。現存政策は、全てＡの１からＦの１まで、１という番号がつきま

す。私の案は全部３という番号がつく。１から番号が多くなるほど今の政策とのずれが大き

い。このような表記で私の方が全部３になるというのは、様式美というのかな、そういうの

にこだわった結果であります。 

 これだけ広い選択肢があるわけですから、吉岡案ですといろいろなところを３から２に移

すということもできますし、現行政策ですと１から２ヘいろいろな項目を移すということも

できる。それだけ選択肢の幅が広くて、じっくり議論をする価値はある。１案から２案との

開きいうのは、細かいことは言いませんけれども、皿によってはかなり大きい。例えばコス

トの引当金については、国民追加負担がないような万全な措置をとるとか、そういうことも

含めて、そんな議論が全くなされていないので、やはり１案中心と３案中心と、その間の中
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間政策という、この３つぐらいはやはり議論をしてほしいなと思う。それは政策評価の方向

でやってほしいというふうに思っています。 

 それとのかかわりで、資料第３号の委員長案について申しますと、第一案、再処理路線を

ベース、第二案、直接処分路線をベース、とありますけれども、こういうふうに範囲を極端

に狭めていいものだろうか、もうちょっと詳細に、私の案ではＡからＦまであるわけですけ

れども、それぞれの項目について、いろいろな柔軟な形で検討するということは可能である

はずです。この２種類にまとめるというのは相当無理であって、私の提案に沿ってやってい

ただきたく存じます。 

 具体的に、オール１とオール３、オール１は現行政策ですけれども、吉岡案はオール３で

すけれども、その２つを１０の視点に基づいて総合評価したというのが３２ページから３４

ページにかけてですけれども、こういう形で評価をしております。 

 最後に１点つけ加えますと、エネルギーセキュリティの点では再処理は劣ると私は思って

おりますし、環境適合性は放射能を現実に出すか出さないかという点では再処理が劣ってお

りますし、柔軟性については仮想シナリオはそもそも柔軟性が全くない、私の案は２つのチ

ョイスが可能であるということで、私の案の方が優れている。だから、この辺は非常に異議

がある。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

まず、資料が政策という表現で意味しているところと、吉岡委員が考えておられる政策と

の間に違いがあるのかなと。原子力委員会の決める政策という範囲の問題が第一にあるよう

に思います。私、それがゆえに資料第２号をつくって、我々の権能の範囲というのはこんな

ものとしたわけです。吉岡委員はエネルギー基本計画の審議に参加されていてよくご存じだ

と思うんですが、国が誘導規制、研究開発の施策を決めるときには、法律を制定し予算措置

を講じてというふうになるわけです。そういう行政法定主義の原則からすれば、我々は法律

の発議権を持っていない組織ですから、それで我々がやれること、決められることというの

は、例えば極端な言い方ですが、郵政民営化という方針を決めることのような水準のことで

す。それを具体的にどう展開していくかというのは、関係省庁、行政庁の仕事です。そうい

う整理、そういう理解で私どもで決めるべきは本当に１行だということを位置づけの資料で

申し上げたんです。それに対して６皿の全部を、ボトムアップで全部パッケージにした政策

を決め、それを評価すべきというのは、仕事の設計プロセスだとは思うんですけれども、私

どもにはどうか。私はまず、事業シナリオを見て、それを支持できる基本的考え方を決める

が適切と。その中で応用動作としてそんなこともあるねと、そうした展開のあり方について

は、まさにあなたが何回も言うように自由主義社会ですから、その中でそれぞれやっていか
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れるに相異ないんですけれども、それについて公益の観点からの誘導や規制があるべしとい

う、ところについて、これを政策の方向性として書いておくのが原子力基本計画、長期計画

であると、そういう理解で設計してあります。これは多分、あなたは反論あるんだろうと思

うけれども。３０秒ぐらいならあげるけれども。 

（吉岡委員） 文面にする表現というのは、かなりいろいろな意味で制約があるということ

はもちろん当然理解しておるし、ですからこの６つのディッシュをどうするかというような

ことについて、我々はまずしっかり検討する。しかし、それを表現するには、極めて注意深

い配慮が必要である、その配慮についても実は案があるんですけれども、配慮が必要だとい

う点は同意いたします。 

（近藤委員長） 藤委員。 

（藤委員） 手短に申し上げます。 

 基本シナリオ４つについて、もうベネフィットも、コストも、実現性もわかったというこ

とでございます。ですから、もう必要十分な情報が出そろい、私、この資料第３号について

申し上げておりますけれども、その上でこれだけ丁寧な相互比較があり、そして基本的考え

方というところで第一案、第二案が出たということでございます。この手続は大変わかりや

すくやっていただいたのではないかと思います。 

 この評価においては、やはり我々日本は資源がないのですから、資源のない国にとってエ

ネルギーセキュリティをどう確保するかということが一番大事なポイントだろうと思います。

直接処分では、我が国の将来において確実に直面するだろうと思われるエネルギー危機とい

うリスクに対応できないのではないか、余りにも楽観的ではないかと思います。 

 それから、河瀬委員がおっしゃいましたように、この基本的考え方の第一案、第二案の前

に、資料の１ページ目に、前提条件として必要不可欠なものとして安全の確保と書いてある

のに、これが最後に２案に整理されたときに抜けているように思います。この基本的考え方

の第一案、第二案の大前提に安全の確保があるということを、ここに明示していただけたら

ありがたいと思います。 

 その上で、申し訳ありませんが、私、もうあと少しでどうしても退席しないといけません

ので、第一案の再処理路線ベースの案か、第二案の直接処分路線ベースの案か、どちらなの

か、ということだけ言わせていただきたいと思います。私は、これはどうしても第一案、基

本的考え方の第一案の再処理路線をベースとする案ということで進めていただきたいと思い

ます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 今、札が１０立っておりますので、３分でお話いただくと３０分かかって、１２時半には
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終わると。２分でいただくと、もう３０秒ぐらいご発言いただく機会が、皆様に残る可能性

があると、そういうことですのでご協力いただければと思います。 

 渡辺委員。 

（渡辺委員） ありがとうございます。論点整理されておりますが、２点意見を述べます。 

 事業シナリオの評価についてですが、今回のような検討作業が六ヶ所村の再処理工場を建

設するときに、その重要な時点で行われていれば、政策変更に伴う費用のような問題がなか

ったわけで、直接処分や当面貯蔵という選択肢が経済性において優位にあったということに

なると思います。したがいまして、日本でもしっかりと研究検討をすべきテーマであること

がはっきりしたと思います。 

 このことに関連して、資料第７号では、事業プロジェクトとしての経済性を評価する場合

に、国民経済にどれだけの規模の事業であるかを示していると思います。前回の資料では、

家庭の負担が６００円から８４０円という数値だけが強調されて紹介されていましたが、電

気の約７割は企業とか法人の需要家が使っていることが見過ごされており、そこには大きな

負担となる企業がたくさんあると思います。それらの企業が商品を通じて、コスト転嫁をし

て国民負担となることも含めて考えれば、今回の事業総額については、消費者、国民の理解

を得る必要がある数字だと思います。 

 それから２点目ですが、今後の政策のあり方という意味で、民間の主体的な政策を基本と

して、国があれこれと介入するのではなくて、安全面などを中心にできるだけその役割を限

定すべきであると思います。単線的で将来見動きがとれなくなるということがないように、

幅と柔軟性を持っておくことが大切だと思います。同時に重要なのは、民間事業者の経営責

任であって、事業者自らが主体的に選択したことが、後から都合が悪い状況になったり、ト

ラブルが起きたりしたとしても、政府にお願いして規制下にある需要家に追加負担を押しつ

けるようなことは、絶対にないようにしていただきたいと思います。 

 そうした意味では、六ヶ所村の工場がトラブルで稼働できなくなるリスクを抱えており、

プルサーマル発電が日本でできるかどうか不透明な状況にあるということですので、中間貯

蔵の計画上の意味づけを高めておく必要があると思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 末永委員。 

（末永委員） 今日のこの資料第３号のように、今まで４つのシナリオで検討されてきまし

たが、それを第一案、第二案というふうにまとめこんでいってくださったことは大変ありが

たいと思います。しかし、先ほど田中委員がおっしゃられましたように、そろそろやはりど

ちらかをとるべきじゃないかと、私は前回第１のシナリオがということですから当然第一案
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ということになりますが、それは今直接申しません。ただ、その中において、言っているよ

うなものですが、少し遠慮いたします。 

 その中で、この資料の３ですが、いささか疑問が残るといいますか、積極性に欠ける点が

いささかあるんじゃないかと。つまり、これは２ページ目の（２）のポツのシナリオ１につ

いて、「現在のウラン価格等」とありますけれども、これはいささか逃げじゃないかと。つ

まり、これはウラン価格等の状況のもとでは経済性において他のシナリオに比べて劣ると、

こういうふうに断言できるのかどうかですね。前回のときにも言いましたが、非常にウラン

価格も上がっている、あるいはこの「等」というのはどういう意味かということが明確じゃ

ないということにおいて、あいまいさを残すということを非常に強く感じました。 

 それから５ページ目に行きまして、この第一案の③と第二案の③は、ある意味で対比的に

されているんですが、第一案の③においては、原子力発電自体が基幹電源としての地位を維

持できなくなる可能性があると言っているにもかかわらず、第二案の③においてはそういう

ことが順次停止になっていけば、現実課題として確率の問題であると、これもちょっと私か

らすればすとんと落ちないですね。この辺はやはり若干の議論はあったかと思いますが、や

はりもう少し慎重にといいますか、きちっとした表現が必要じゃないかと思います。 

 それからもう１点だけ。第一案の①、このとおりで結構なんですが、「政策変更コストを

考慮しなければ」と出てきます。しかし、今まで青森県知事、新潟県知事、そして今日福井

県知事ですね、いずれの知事もおっしゃっていたことは、実はこの問題であるわけです。こ

れを定量化できない云々ということは今までの議論の中でよくわかります。しかし「政策変

更コストを考慮しなければ」という表現は、いかにもこれはまずいというふうな気がいたし

ます。その点よろしくお願いしたいと思います。 

（近藤委員長） ありがとうございました。それでは先に行かせていただきます、すみませ

ん。 

 伴委員。 

（伴委員） 発言メモにあらかた書いておきましたので、３分ということなので簡単にいき

ます。 

 １点は、マスコミの先行報道には、委員に事実と違うという文章を回すだけではなくて、

ちゃんと文書によってマスコミの方にも伝えてほしいと思います。 

 ２つ目は、先ほど渡辺委員にも出ましたが、これまでの議論の中で、このまま進んでいっ

た場合のリスクというものは議論されていないと思います。例えば今回は、再処理が半分ぐ

らいしかできなかった場合、コストは倍になるわけですよね。電力各社は日本原燃の債務保

証を行っているわけだから、その責任をとっていかないといけない、そういうような問題。

あるいはプルサーマルで使うと言いますが、その使うということについてもまだ不透明で、
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その辺の議論はきちっとしておかないといけないんではないかというふうに思います。 

 ３点目は、シナリオ総合評価ですが、遅ればせながら、ずらずらとマトリックスをつくっ

てきましたので、これをぜひ参考にして意見を取り入れてほしいというふうに思いますが、

ですから結論から言うと、ここでのまとめの総合評価には全面的に反対です。 

 もう一つ強調したいことは、結局第１回目のときに、現行の進んでいるものについては進

めると、これからのことについては国が責任を持って柔軟に対応してほしいというふうなご

発言が電気事業連合会の藤委員からあったと思うんですけれども、その次に、それは僕なり

に見れば、次については、再処理が決定的に優位ではないから柔軟にやるべきではないかと、

というふうな発言だと理解しております。そうすると現行の六ヶ所の再処理工場がやめられ

ない理由は何かというふうなことを問うた場合、今議論になっているのは再処理をやめると

原発がとまるからだという話ですよね。だから、代替の焚き増しの火力が必要だと、そのコ

ストを考えれば遜色ないというふうな話になっていくんですけれども、再処理がとまると原

発がとまるということは、例えばオンサイトの中間貯蔵とか、あるいはそのサイト外の集中

的な中間貯蔵、これは社会的な合意がないということを前提に話をしているようにしか受け

取れない。だから、それは国の責任で、あるいは電気事業者が、かつてコストを隠してまで

再処理の方に進めてきたわけだから、きちっと責任でもって、それはある程度責任でもって

話し合うべきことであり、あるいは発電、要するに使用済燃料の発生量を確定することによ

って、話し合いにより中間貯蔵なり貯蔵に持っていくことが可能であるというふうに思うん

ですよね。そこを放棄して、もう信頼ないことを前提にして、それで焚き増しだというふう

なことは、やはりおかしいと。この理由で有利だというふうにはならないというふうに思い

ます。その点を強調しておきたいというふうに考えています。 

 ３点目は質問ですが、これは資料２号なんですけれども、たしか第１回目の会議、第２回

目のときの会議でいろいろと問題になっていたと思うんですが、２ページでいうと以前の長

期計画においては民間事業者は義務づけとも読めるものがあって、今は期待という形に整理

されているというふうにまとめられている。現行長計、再処理は基本的考え方という指針の

ような形になっているわけですね。ところが、電気事業者の方は事実上義務だったというふ

うに発言している。これは、原子力委員会としてはどういうふうな見解なのか。それをきち

っと答えてほしい。本当に義務だったのか、あるいはそういう部分があったのか、それとも

期待ということだけなのか。ここは先へ進む前にはっきりしておいていただきたいというふ

うに思います。 

 それから４点目ですが、いろいろと市民から意見が寄せられて、今度２９日にも大阪であ

りますけれども、それ以外にも常時原子力委員会の意見というのはオープンにしているわけ

で、策定会議のあり方についても、あるいはそれぞれの方の意見が出ていると思うんですが、
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適宜これをまとめてここで報告をしていただいて、審議の参考にしていきたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいということと、全文がホームページに掲載されるということなの

で、全文はそれを見るとして、まとめの方を出していただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

（後藤企画官） すみません。最後の質問で、義務づけの問題ですけれども、今最終的にい

ろいろ確認しておりますけれども、少なくとも今言えることを申し上げますと、まず一つは

行政庁が、ある意味で原子炉の設置変更許可の審査をするときに、原子炉等規制法などに書

いてあるのは、原子力の開発利用の計画的遂行に支障を及ぼさないということを確認してい

るわけですが、その具体例として、今言ったように長計が一つの例としてなっておりますけ

れども、必ずしも長計だけにディペンドしているわけではないと。例えばそのエネルギー基

本計画というものがございますし、それから当面の核燃料サイクルの推進についてと、これ

はある意味でエネルギー基本計画は閣議決定でございますし、当面の核燃料サイクルの推進

については閣議了解という形になっておりまして、その様々な、ある意味で国の政策決定の

文書を総合的に判断して、民間事業者が再処理をすることを確認しているということになる

かと思います。ですから、そういう意味では、少なくとも原子力長計だけがその判断根拠に

なっているんだ、原子力長計が義務づけているんだということには当たらないということか

と思います。 

 またもう一つ申し上げれば、基本的に言うと主務大臣の、いわゆる原子炉等規制法の担当

大臣の行為というものは、ある意味でそういう政府全体の方針を総合的に勘案してやるとい

うことになっておるというのが基本的な考え方かと思いまして、再処理の確認を行うところ

には、そういう全体の意味では合理性があるのではないかと考えてございます。 

 以上です。 

（近藤委員長） はい。ちょっとこれはわかったようでわからないですので、と多分おっし

ゃられると思いますので、紙に書いたものにしたいと思いますけれども、基本的には今彼が

答えたのは、原子力委員会の長期計画が、その唯一の決定根拠かと言われれば、そうでもな

いと。個々の行政当局はそれなりの行政判断の権能を持っている。その中で、これを参考に

して判断をしていると。現在の原子力長計の位置づけはそういうものということです。 

井川委員。 

（井川委員） ２点申し上げたいと思います。 

 １点目は、この内容について感想を述べろということで、これはこれでいいのではないか

ということで、何を申し上げたいかというと、今までやってきた議論というのは、もう私は

この原子力について調べ始めたというか聞き始めてやってきたこと、ほとんど繰り返してい
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るので、私はここに何でいるんだろうと、しばしば思ったことが一瞬たりとも、というかし

ょっちゅうあったんですけれども、そういう意味では、これは今までやってきたことがその

まま書かれているだけなので、目新しいことはそれほどあるのかと僕はちょっとクエスチョ

ンマークを持っているんですけれども、いずれにせよ、これまで今まで議論してきたのは、

これはこれでいいと。 

 それで、ただしそういう議論ですから、もう今六ヶ所とめるにしても多額の金がかかって

いる、ここで私どもが発言しても、多分僕が今しゃべっているだけで１億円分ぐらいかかっ

ているでしょうけれども、それはすごくかかっているので、しかも無駄もあるので、早く結

論を出してほしいなと。目新しいこともないんだけれども。 

 ただし、もう一つのお願いということがありまして、これはこうやってまとめるにしても、

委員長がもう１回ゼロから、白紙から議論をされたいというのはいろいろな反対あるいは疑

問の声が新たにいろいろなところから出ているということが前提なんだろうと恐らく思う。

それから環境がちょっと変化してきたんだろうと思う。この中で、これは反論というのを、

本当は今日、山地さんもおられないけれども、特に第一案に反対されている方がこの場で余

り元気がなくて、木元さんに怒られるかもしれないけれども、原子力委員会というのは広聴

でいろいろ意見は聞かれるんだけれども、聞きっぱなしという感じが僕はすごく思っていま

して、これはこのまままとめても、結局もとの反論みたいなものはそのまま続くんだろうと

思うんですね。ですから、結論は出すにしても、欠けているのは、まず反対の方の意見を聞

きっぱなしではなくて、いろいろなレベル、個人のレベルの不安、それから日本の政策にと

っての反対、それから地域レベルのものに一たんどこかで整理されて、それに対してきちん

と回答するという、一定の回答なんですけれども、完全な合意は得られないにしても、一定

の回答をする作業というのを、この政策決定とは全く別ですけれども、平行してやっていか

ないと長計つくってもご理解得られなくて、また同じ反論が蒸し返されるということが一つ。 

 それに関連して、全く伴さんがおっしゃったとおりなんですけれども、マスコミ業界とい

うのは、今回の長計に関しての誤報というのは、余りにも私も読んでいて頭がくらくらする

ぐらいで。少なくとも読売新聞にはないと思いますが、これは余りにも多いと。それで、そ

れに基づいて奇怪なる情報がまた拡大再生産をされまして、それで結局ぐるっと回ってきて

ここで、あるいは反対の中に誤解に基づく反対というのも出てきるというのが現状だと思い

ます。したがって、反対を整理する中には先ほど申し上げたいろいろなレベルのものをちゃ

んと分けて、それに対して回答するということが一つ。 

 それからもう一つは、マスコミの間違った報道例というのをきちっと取り上げて、それに

どう反論したか、それにどう対応したかというのも添付資料としてつけるべきじゃないか。

でないと誤解が誤解を生んで、またこれ長計で地元言って、またいい加減なことを言ってい
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るということになりかねないということだけをお願いします。 

（近藤委員長） わかりました。ご注意いただいたと理解します。 

 それでは、殿塚委員。 

（殿塚委員） ありがとうございます。 

 今日含めてもう１０回の会合、さらに小委員会ということで、今までの議論の経緯からみ

ますと、賢明な委員長におかれては、既にもう結論は得られているというふうに確信してお

ります。改めて今この２つの案が出されて並立されていてどうなんだという若干戸惑いもあ

りますが、一言申し上げさせていただきますけれども、私この問題について考えれば考える

ほど、またこの会議をやればやるほど、今第一案というものは最適であるという思いを強め

ております。やはり、最終的な一つの総合的な判断においての大切なことというのは、この

狭い日本列島に１億２０００万の人間が住んでいる、その地政学的な条件というのは現実に

どういうことなのかということが基本的な背景にあっての判断をやらなければならないと考

えております。 

 それから、やはり第一案が特別な付加的な条件なしにできるというようなこと、成立性が

見通せるというようなこと。それからもう一つ、放射性廃棄物、特に高レベル廃棄物の扱い

方というのは大変に難しい話であります。そういう発生量というものは、少なければ少ない

ほどいいということは言うまでもありませんので、環境適合性が高いことが重要だと思いま

す。 

 それから、政策変更に伴うコストをあえて離し、総合的に判断する重要性であります。た

だし、政策の柔軟性ということがいろいろ議論されておりますけれども、例えば第一案から

第二案にひょいと動かすというのは、これは政策の柔軟性ということではなしに、政策の破

壊であり崩壊だと思います。したがって、一つの案の中でどういうふうな柔軟性があるかと

いうことを、もう少し詰めなければならないと思っております。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 山名委員。 

（山名委員） ありがとうございます。 

 まず最初に申し上げたいのは、第一案と第二案、非常にクリアで対比しやすいと思います

が、非常に立場が違うと思っております。なぜならば、第一案は従来の現行の政策の柔軟化

を提案している政策でありますし、第二案はもう全部変えて、革命的に憲法を変えようとい

う案であります。我々、仮想的に４つのシナリオを評価しましたが、あれはバーチャルな世

界でありまして、これもいいね、あれもいいねというふうにやってきましたが、これが現に

政策になってくるときにバーチャルの世界ではありませんから、第二案は少なくとも革命的

変更を実際に移すための現実的な政策提案、つまり大きく世の中を変えるために必要な、こ
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れは努力が必要であると書いてあることは評価しますが、実際に地元にどうするんだ、中間

貯蔵施設の確保をどうするんだという政策は書かれないと、第二案は対比がなかなかできな

いと思うんですね。つまり、現行の柔軟化とややバーチャル的なものの対比がうまくいくか

どうかという気がしております。 

 それから、第一案について、資料第３号の３ページの下の４行がちょっと気になるんです

が、六ヶ所の能力を超えるものについては中間貯蔵をすると。中間貯蔵するものについては、

処理の方策については、この基本方針を踏まえて２０１０年ごろから検討しということで、

これはややもすれば直接処分をその後採択する可能性も残すというようにも見えないことは

ないんですね。その意図があったかどうか私存じませんが、それで柔軟に政策をとるという

ことは大事ですから、資源論とかそういう関係を見ながら政策を常に修正するというのは大

事ですから、柔軟であるというは大事なんですが、第一案というのはやはり柔軟な全量再処

理路線、全量再処理というのを基本に置きながら、第２再処理のあり方については柔軟にと

らえていこうという、そういう感覚で言うべきものであると思います。 

 ですから、六ヶ所を超えるものについては、後になって処分もいいねという感覚ではない

んではないかというふうに感じております。 

 以上です。 

（近藤委員長） 最後の点は、そこは基本方針を踏まえてという縛りが入っているから自明

だというふうに私どもは理解しております。ありがとうございました。 

 勝俣委員。 

（勝俣委員） これまで本日を入れて１０回、非常に多面的、多角的に議論、検討がされて

きたわけでございまして、私自身は今日は、もう第一案だけが出て、それを審議する場とち

ょっと勘違いをしておりましたぐらいでありまして、私がこれまでの策定会議でも申し上げ

ているとおり、長期的なエネルギーセキュリティの確保とか政策変更にかかわる問題は特に

重要、そして経済性そのものは決定的に決め手にはならない、こうしたことを勘案すると第

一案が選択肢であるというふうに考えております。そうしたことで、今日いろいろご議論を

いただいた次回には、ぜひ取りまとめてほしいということをお願いしたいと思います。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 住田委員。 

（住田委員） 先ほど井川委員は、今までもこのような委員会の中で同じような論点を繰り

返しというふうにお話されまして、私も同様の感想を持っておりますが、一方で今回１０の

評価の視点というのをまとめられまして、ここで何が中心的な論点かということをしっかり

と整理された上で、今回議論が進められた、それも慎重に進められたということについては、

これまでになくいろいろな意味で、集大成的な動きがされたと考え、このことを評価したい
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と思っております。 

 その上で、今回このマトリックスに基づいて、また第一案に反対されるという伴委員から

も、マトリックスに対する反対意見を全部尽くされたわけですので、そういう意味では全部

出そろったという感じがしております。そして、今回第一案、第二案を含めて、資料第３号

の論点整理という形で姿が見えてきたということで、順々に進んでいると。確かに途中でマ

スコミの誤報がいろいろありましたけれども、それも含めまして、国民の中でこの問題につ

き注目を浴び、議論も進められているということを国民の方々にご理解いただけているんで

はないか。これらのことを、私は評価したいと思っております。そういう意味では、そろそ

ろこの資料第３号が出た辺りで意見を述べる時期が来たなということは、私自身も感じてお

ります。 

 今回一言だけ申し上げますと、この会議の論点として核燃サイクルをどうするか、特に経

済性について大きな問題性があるんではないかということを言われておりまして、その点に

ついての結果をお待ちしましたところ、今回全ての点について出されました。これを評価し

たならば、国民の理解が必要だというご意見は先ほどございましたけれども、国民の理解を

得られる、受け入れられる、耐えがたいほどの問題ではない。逆に言うと、比較の問題とし

て、総体的にいえば優位であったというのがシナリオ１であろうというふうに思いました。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 草間委員。 

（草間委員） どうもありがとうございます。 

 私も今回この資料第３号のようにまとめていただいて、大変方向性が見えてきてよかった

なと思います。ただ、今までのこの委員会の議論を総合すると、なぜ第一案、第二案という

形の併記をされたかという理由がはっきりしないので疑問に思います。事務局が今までの全

体の意見をまとめるとすると、第一案だけの提示でよくて、もし第一案、第二案という形で

ご提案いただき、議論するとすれば、シナリオ２とシナリオ４も第三案、第四案として提示

すべきではないかと思いますね。私は最初からシナリオ４は大変反対だったんですけれども、

シナリオ４を堅持する方たちもおられるわけですので、第一案から第四案までの議論を踏ま

えて最終案という形だと思いますが。今まで９回やった中で、全体の意見は第一案にシフト

していたんじゃないかと思うんです。第二案を出すんだったら第二案、第三案、第四案とい

う形で少数意見の案も書く必要があったんじゃないかなと思います。 

 それともう一つだけ、ちょっとお願いしたいのは、資料第２号を見せていただいて、長計

と原子力安全委員会のかかわりがはっきりしません。また、原子力委員会が５年ごとに立て

る計画に対して、チェック機能があるのかどうかもはっきりしません。チェック機能という

のは、例えば大学も、中期目標計画を定期的に必ずチェックを受けるわけです。先ほど福井
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県知事も申されたように、国あるいは民間がしっかり責任を持ってやってほしいというお話

だったわけですので、長計に対するチェック機能をどうするかというのをぜひお考えいただ

かないと、立てっぱなしじゃないのと、できなかったらできなかったですみません、それじ

ゃ済まないような気がします。 

 もう一つ、原子力長計の時間管理も大変重要ですけれども、この委員会の時間管理も大変

重要でして、私のように遠くから来ている者は時間管理をしっかりしないと交通機関に間に

合いませんので。会議が長くなるのは当然だよじゃなくて、あらかじめリアリティーのある

時間を立てていただいて、今日１時半までかかるとしたら１時半と最初から書いていただか

ないといけませんので、ぜひその辺をお願いしたいと思います。 

（近藤委員長） ありがとうございました。大体今日はリアリティーが実現できると思って

おります。よろしくお願いします。 

 ２つ。１つは案について、やや私ども２つ案を用意したのは、確かに会議の意見の分布を

反映していないという、そういう見方もあるかと思いますけれども、会議の中で１０の評価

項目のうちの、例えば経済性に特に重点を置くとすれば第二案になるのではないか、あるい

は１、２、３、４とある幾つかの項目について、総合的にウエートを置くと第一案になるの

か。それから、特に経済性に重点を置くと、まさにただ一番数字の低い第二案になるかと、

そういう一応なぜこれを選んだか、こういうものを提示したかの理由を書いてあるつもりで

すが、それがしかし、経済性については全く少数意見かというと、私は決してそうは思って

いなくて、経済性だけじゃないというご意見はいただいています。経済性は極めて重要なも

のであると、こういう議論と合わせていただいている中で、あえて重点項目、１０の項目の

どこへ重点を置くかについて、やや私どもの勝手解釈かもしれないけれども、分布を２つに

分けてみるとこういう整理になるかということで出したと、そういうふうにご理解いただけ

ると大変ありがたいと思います。 

 それから、チェック機能については、原子力委員会は毎年この計画に基づいて、各省の予

算等のヒアリングをし、もうちょっとここへ力を入れてよと、そういうプロセスは自らの責

任でやっていますが、なお外部評価というプロセスがそれで十分かということについては、

なお検討中でございますので考えさせていただいて、長計に書き込んでいただいてもよろし

いかと思います。 

 それでは、児嶋委員。 

（児嶋委員） ありがとうございます。 

（近藤委員長） あと１分ぐらいですので。 

（児嶋委員） 短くいきます。 

 一つは、資料第２号の「３．新計画に示すべきもの」、ここにやはり先ほども国が責任を

 - 33 -



もって推進すべきであるということを、この２番目の「さらに、この基本的な考え方を実現

するために必要なものについては、各分野における個別具体的な研究開発、規制、誘導方策

の方向性を示すことが適切である。」と、ここのところに国という言葉がやはり必要ではな

いかというふうに思います。ですから、この２番目のところに国という言葉を入れていただ

くということ。 

 それからもう一つは、先ほど西川知事も申されたように、地域に視点を置いた事項がやは

り必要ではないかと、新計画の中に。それから何度も申されています安全の確保についての

視点も、新計画の中に示されるべきではないかと私は思いました。 

 それからもう一つ、最後に申し上げさせてください。この資料第３号については、私はも

ともとシナリオ２と４は意味がないと言っておりましたが、このように第一案、第二案にま

とめていただいたことは結構だと思っております。そしてまた、言うまでもなく、私は第一

案にすべきであると、いろいろな意味ですべきであると思っております。しかも、第二案の

５ページの下の③の「政策変更に伴い原子力発電所が順次停止する等の現実的課題について

は、確率の問題であって」という、これはあり得ないと私は思いまして、このような意見は

あったかもしれませんけれども、このようなことを書くべきでないと私は思っております。

ですから、確実に起こることであると私は思っておりますので、これはもうむしろ削除して

もらいたいと私は思っております。 

 以上でございます。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 千野委員。 

（千野委員） まず最初に、多分私が言ったからかもしれませんけれども、いろいろな資料

の端々に主要な変更点とか、そういうふうに書いていただきましてありがとうございました。

それで、もう一つそれに関連して、これは私の郵便物の管理が悪かったら私の過ちなんです

けれども、毎回、前回の議事録案というのが届けられていたと思うんですね。今回はなかっ

たように思うんです、資料が届かなかったというようなことで。なぜこのようなことを言う

かと申しますと、本当は毎回ちゃんと出ればよろしいんですけれども、欠席した者にとって

は、この議事録案というのは大変有意義なわけですね。それを読んでくることで議論に参加

できなかったことを少しでもカバーしたいということで、とりわけ先ほど草間委員がおっし

ゃった、なぜ４つあったのが２案になったのかという、私、前回出なかったものですから、

そこでもう意見がまとまったのかというふうに思っていましたら、どうもそういうことでは

なかったというふうなことですね。ですから、また再度注文になりますけれども、議事録案

というのは、出られた方の発言をチェックするのもさることながら、欠席者にとっても大変

重要であるということです。 
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 しかしながら４案が２案に収れんされてきたのかなというふうには説明を受けながら感じ

ておりました。ただ、先ほどどなたかもおっしゃいましたけれども、第一案、第二案とも、

③の中で言っていることが、第一案の説明と第二案での説明、特に第二案に共通しているこ

とは、非常に説明がそっけないということですね。だから、これは何か、読み過ぎなんでし

ょうか。やはり、並べて書くならば平等に書いてほしいなという気はいたします。 

 特に、政策変更を行った場合に、順次原子力発電所は停止する可能性ということに言及さ

れているわけなんですが、そもそも政策変更というのは勝手にやるわけではなくて、合意が

なされてつくられるものですね。そういう前提に立てば、順次原子力発電が停止していくと

いう、何か自然現象が起きるかのような、そういうことが起こるとすれば、政策変更をする

場合に当たっての政策担当者の怠慢ということにもなりかねないわけで、やはりこの辺は、

政策変更すると大変なことになるからできないんだよというような印象をいたずらに与える

ことになるようなことは、やはり避けた方がよろしいのではないかというふうに思います。 

 それからすみません、手短に言いますと私もマスコミの一人として、この間、今回だけで

はなくて、毎回この会議があるときにあわせて、マスコミはそういうものですが、議論を先

取りするような形で報道がなされることに委員の方々はどんなふうに思っていたのかなと考

えさせられてきました。マスコミに書くなというふうなことを言ってはいけない。マスコミ

は報道をすることが仕事であるから、どんな困難があっても書くときには書くわけですね。

ですから、そういうマスコミの性質をよく知っていただくと同時に、取材される側が、やは

りもう少しきちんと説明責任というものに対して厳しく考えていただきたいなということで

す。 

 最後に、井川委員がおっしゃった点ですね、聞き置くだけではなくという指摘は大変重要

だと思います。原子力政策というものが国民の期待とともに始まって、今このように危険に

あるということが言えるとすれば、それはやはり市民の声をどう取り上げてきたかというよ

うなことが問われているんだろうと思います。 

 以上です。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 その政策変更にかかわる費用の議論については、個々にそれを踏まえてこういう書き方を

していることについては、舌足らずかもしれませんが、私どもとしては別に責任を放棄する

というか、むしろ原子力委員会として、もしこの選択をするとすれば、まず第一に政府、閣

議等の了解を得られることの最大の努力をすることは当然です。しかし、皆さんご承知のよ

うに、例えば普天間基地の移転問題一つとっても、それは政府の決定でありながらそれ自体

が実現するのは大変時間がかかると、これが我々の社会の現実であるということも踏まえな

ければならない。ですから、それを踏まえて前回のモデル計算としては、例えば自治体、公
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共団体のご理解をいただくには最大限の努力をしても５年かかる、それにかかわる物理的対

応策をとるとすれば、さらに５年かかるとすれば１０年ぐらい経てば、３つに１つぐらいの

ケースでそれが可能になるのかなと。あるいは、さらに５年を加えれば、うまく行く、現状

復帰できる可能性がかなり高いといえるかなと判断して費用を見積るということは前に申し

上げたかと思います。 

それを今度は政策に翻訳すると、まさにそれをさけることができるように最大限努力する

必要があるということになる。それをここに書かせていただいた、このことはご理解いただ

けるかと思います。 

 それでは、笹岡委員。もう、草間先生に怒られちゃいましたので、一瞬希望的な風が通っ

たんだけれども、１分でお願いします。 

（笹岡委員） もう私は十分論議は尽くしたと。だからシナリオ１本に絞って、現実的に国

民の信託に応えられるような論議に入るべきだと。 

 以上です。 

（近藤委員長） はい。 

 岡﨑委員。 

（岡﨑委員） ありがとうございます。２点ばかり申し上げたいと思います。 

 まず資料の２号でございますが、児嶋委員のご発言にも関連するんですけれども、今日の

西川知事のご発言にもあったとおり、地方に軸足を置いた計画という観点からすると、ここ

の長期計画の中の整備の中で、国と民間事業者というかなり整理をされているんですけれど

も、あるいは今後国の中に入るかもしれませんけれども、国と地方と民間事業者という、そ

ういう関係、今までももちろん議論はされてきたとは思うんですけれども、果たしてこれか

らどういう形の、両方うまくいくような姿というのは何なのかということを検討していただ

くためには、地方との関係をどうすべきかということについて、ちょっと触れていただけれ

ばと思います。 

 それから、資料第３号に関連してでございますけれども、今までのシナリオからいよいよ

政策という形で、大変クリアに２つの政策というものの考え方を提示されたことに対して評

価をしたいと思います。ただし、残念ながらこの２つが両立できるわけでもないし、むしろ

すべきではないと、こう思いますれば、当然のことながらどちらを選択すべきかということ

に、今もうその段階に来ているんだろうと思います。ぜひ次回には、これをまとめていく上

にあたって、単に両方のいろいろな視点を比較したらこうなったということだけではなくて、

原子力委員としての哲学、今のいろいろな情勢を踏まえて、なぜこの政策を選択するのかと

いうことについての明確な意思が伝わるようなことに、ぜひおまとめをいただきたいと思い

ます。もちろん、その中でこの政策に懸念を持たれる人たちの意見というものが、どう生か
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されているかということについてもお触れをいただければと、こう思っています。 

 それからもう１点、私もシナリオ１がいいという思いを持っているものですが、ただし残

念ながらシナリオ１についてこれだけ合意が得られないというのは、今の状況について、必

ずしも皆さん納得はしていない、あるいは信頼を置いていないという観点からするならば、

ぜひその基本が定まった次の段階として、余り時を置かずして、具体的に今後いろいろな計

画を進めていく上に当たってどうしたらいいのかということについての議論を、できるだけ

早い時期にスタートしていただければと思います。その中で吉岡委員等がおっしゃっておら

れる、そういうものも十分その中で検討できるのではないかなという気がいたします。お願

いいたします。 

（近藤委員長） ありがとうございました。 

 地方との関係の問題は、今三位一体とかいろいろ新しい政策課題が起こっている中で、ど

うしたらいいのか、エネルギー基本法にも言及があるわけですが、工夫させていただきます。

ありがとうございます。 

 それでは、勝俣委員。 

（勝俣委員） すみません、一言だけ。 

 先ほど井川さんが誤解が誤解を呼ぶという話をされましたけれども、資料第７号の数字が、

１２０兆円もというようなことは、大変ある意味では怖気をふるうもとにもなるかと思いま

す。これを例えば左下のシナリオ１の①プラス②プラス③の１２１兆円というのは、これは

５９年。ざっと６０年では年２兆円だということであり、この間の原子力の発電量は４００

０億キロワットアワーというと５円ということなんですね。キロワットアワー当り５円で原

子力発電ができますということを意味しているだけに過ぎないと思いますので、そこの裏に

いろいろな前提条件を、もうちょっとわかりやすく書いていただければ、何だ、これから６

０年間は、原子力はキロワット５円でできるのかと、そういう話なんだけれども、それがな

いと１２０兆円だけが一人歩きするような気がしますのでよろしくお願いいたします。 

（近藤委員長） ご注意いただきありがとうございます。 

 確かに、我々はそうした問題を認識して一貫してこの数字を出すことをためらってきたわ

けです。でもせっかく計算できるものは出せと、それもまた一理ありと。あるいは先ほど渡

辺委員がおっしゃったような意見、つまり長期にわたる国民経済に占めるマグニチュードと

いう、そういう観点でも見たいという方について、資料請求があればお見せすべきものかと

思い提出した次第です。ただ勝俣委員おっしゃったように、そうするとそれが任意で一人歩

きして誤解というか、人それぞれの解釈が歩き回るわけです。だから、適切なインターアプ

リケーションをちゃんと付して資料をつくるということについては努力したいと思います。 

 それでは、今日は大変貴重なご意見をたくさんいただきました。それで、委員長がまとめ
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ろというご意見ですが、委員長はまとめることが仕事ですが、それは皆様にご議論いただい

てからです。しかし、それには何かたたき台がなきゃいかんという意味で、今日までたたき

台を出してきました。次回は今日ご欠席の方もいらっしゃいますので、その方のご意見もお

聞きしつつ、今日の議事録を精査しながら、政策選択の議論のための資料を提出することを

考えてみたいと思います。ありがとうございました。 

 それから、伴委員からは評価の表を大変丁寧に分けておられて、かなりバックデータの分

析もいただいています。ここをどう検討するか、私ぱっと見た感じでは、技術的に単純な誤

解や用語の共通化ということも含めてクラリファイすればいいものもある。それをここでや

るのが一番いいかどうかについて、ちょっと考えさせていただいて、クラリファイのための

資料を我々が用意するのは簡単にできるので、お互いにその資料をやりとりするだけでいい

のかなということも含めてちょっと検討させていただきます。 

 吉岡委員には大変貴重なご提言をいただけて、必ずしも先生のご提案の６皿までいってい

ないわけですが、それは後でもう少し先生の成果をうまく使う方法について検討させていた

だきますが、次回にあっても、恐らく６皿をかき込むような資料はとてもお出しはできない

と思いますので、その点についてはあらかじめお断りしておきます。 

 それでは、今のような趣旨で、次回また引き続きご議論をいただき、ご決断をいただくと

いうこともあるかと思いますけれども、基本は、皆さんのご判断の根拠をもう一度よくよく

分析して、こんなことを議論するのが適切かということを考えてお諮りすることにいたしま

すので、その点ご理解を賜ればと。 

 それでは、今日はこれで終わらせていただきます。 

 次回は。 

（後藤企画官） 次回でございますけれども、１１月１日の月曜日、朝の９時でございます

けれども当会場で行いたいと思っております。ちょっと早いので大変恐縮でございますが、

よろしくお願いします。なお次々回ですけれども、１１月１２日金曜日の１６時から、同じ

く当会場ということで考えてございますので、スケジュールの方の確認をお願いしたいと思

います。 

 また、議事録の件、千野先生からもいろいろご指摘ございましたので、次回からはしっか

り行いたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

（近藤委員長） どうもありがとうございます。 

 それでは、これで終わらせていただきます。 

（後藤企画官） あとマスコミ関係者の方々、向かいのセミナールーム１で質問をお受けい

たしますので、よろしくお願いいたします。 
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